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タイトル 

令和 3 年度 4 月補正予算の概要 

～子育て世帯生活支援特別給付金の予算を専決～ 

内 容 

 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、所得の低い子育て

世帯の生活を支援するため、令和 3 年 4 月 12 日（月）に地方自治法第 179 条第

1 項の規定により、子育て世帯生活支援特別給付金の支給に必要な補正予算の専

決処分を行いました。 

 

1 予算の規模 

                   （単位：千円） 

会 計 名（補正号数） 補正前の額 補正額 計 

一 般 会 計 (第 1 号) 33,430,000 92,970 33,522,970 

 

 

2 補正予算の内容 

子育て世帯生活支援特別給付事業（新規）         92,970 千円  

【子育て支援課】 

児童扶養手当受給者など所得の低い子育て世帯に対し、児童 1 人当たり 

一律 5 万円を支給します。 

セールスポイント 

新年度の準備などのために支出が増加し、困られている子育て世帯に対して、

一刻も早く給付金を届けるため、専決処分により予算を確保しました。 

申請が不要な児童扶養手当受給者については、4 月中の支給に向けて準備を進

めます。 

 


